
施設利⽤料⾦⼀覧表 （サニーポート⼩名浜）  R3.8⽉現在  

①基本利⽤料 １割負担 
介護度 基本料⾦ ⾷費／⽇ 居住費／⽇ 1⽇合計 30⽇合計
要介護1 652 1,445 2,006 4,103 123,090
要介護2 720 1,445 2,006 4,171 125,130
要介護3 793 1,445 2,006 4,244 127,320
要介護4 862 1,445 2,006 4,313 129,390
要介護5 929 1,445 2,006 4,380 131,400

＜例＞３段階②・要介護４の場合
介護度 基本料⾦ ⾷費／⽇ 居住費／⽇ 1⽇合計 30⽇合計

要介護1 652 1,360 1,310 3,322 99,660 ①基本料⾦ 25,860円
要介護2 720 1,360 1,310 3,390 101,700  ⾷費 40,800円
要介護3 793 1,360 1,310 3,463 103,890  居住費 39,300円
要介護4 862 1,360 1,310 3,532 105,960
要介護5 929 1,360 1,310 3,599 107,970 ②共通加算費⽤ 2,713円

 処遇改善加算 2,372円
介護度 基本料⾦ ⾷費／⽇ 居住費／⽇ 1⽇合計 30⽇合計  特定処遇改善加算 771円
要介護1 652 650 1,310 2,612 78,360
要介護2 720 650 1,310 2,680 80,400 概算料⾦/⽉ 111,816円
要介護3 793 650 1,310 2,753 82,590
要介護4 862 650 1,310 2,822 84,660
要介護5 929 650 1,310 2,889 86,670

介護度 基本料⾦ ⾷費／⽇ 居住費／⽇ 1⽇合計 30⽇合計
要介護1 652 390 820 1,862 55,860
要介護2 720 390 820 1,930 57,900
要介護3 793 390 820 2,003 60,090
要介護4 862 390 820 2,072 62,160
要介護5 929 390 820 2,139 64,170

介護度 基本料⾦ ⾷費／⽇ 居住費／⽇ 1⽇合計 30⽇合計
要介護1 652 300 820 1,772 53,160
要介護2 720 300 820 1,840 55,200
要介護3 793 300 820 1,913 57,390
要介護4 862 300 820 1,982 59,460
要介護5 929 300 820 2,049 61,470

②入居者に共通して加算される費用（①に加算される１割負担の額）

日額 30日計算

46円 1,380円

4円 120円

8円 240円

11円 330円

12円 360円

20円

90円

110円

3円

10円

50円

日額 30日計算

30円

20円

246円

18円

13円

内容等

日常生活継続支援加算（Ⅱ） 重度要介護者に対応する体制

看護体制加算（Ⅰ）ロ 常勤看護師1名以上配置

看護体制加算（Ⅱ）ロ 基準＋1名の看護師配置
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加算項目

口腔衛生管理加算（Ⅰ） 歯科医師等の技術的助言・指導に基づいた口腔ケア計画

口腔衛生管理加算（Ⅱ） 歯科医師の指示による歯科衛生士による口腔管理、計画の提出

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 褥瘡管理の取組への計画・評価、発生予防や状態改善

栄養マネジメント強化加算 栄養ケア計画に基づいた栄養管理

個別機能訓練加算（Ⅰ） 機能訓練計画に基づいた訓練実施

個別機能訓練加算（Ⅱ） 機能訓練計画に基づいた訓練を実施し、計画の提出

介護職員特定処遇改善加算（Ⅰ） 基本料金および各加算の合計に2.7％加算

③該当者のみ加算される費用（①に加算される１割負担の額）

加算項目 内容等

排せつ支援加算 排せつに介護を要する者

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）
心身の状況に係る基本的情報を厚労省に提出、情報を活用し必

要に応じて計画等を見直している

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 基本料金および各加算の合計に8.3％加算

療養食加算 療養食の提供。１日３食を限度とする（１食６円）

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）
褥瘡管理の取組への計画・評価、発生リスクが高い対象者が発

生を抑えられた場合

初期加算 入所後、又は１ヶ月以上の入院し施設に再入所後30日間

安全対策体制加算
研修を受けた担当者が配置され、安全対策部署を設置し、組織

的に安全対策を実施している。（入居時１回）

外泊加算 月に6日間まで



施設利⽤料⾦⼀覧表 （サニーポート⼩名浜）  R3.8⽉現在  

①基本利⽤料 2割負担 
介護度 基本料⾦ ⾷費／⽇ 居住費／⽇ 1⽇合計 30⽇合計
要介護1 1,304 1,445 2,006 4,755 142,650
要介護2 1,440 1,445 2,006 4,891 146,730
要介護3 1,586 1,445 2,006 5,037 151,110
要介護4 1,724 1,445 2,006 5,175 155,250
要介護5 1,858 1,445 2,006 5,309 159,270

②入居者に共通して加算される費用（①に加算される２割負担の額）

日額 30日計算

92円 2,760円

8円 240円

16円 480円

22円 660円

24円 720円

40円

180円

220円

6円

20円

100円

日額 30日計算

60円

40円

492円

36円

26円

＜例＞要介護４の場合

①基本料⾦ 51,720円
 ⾷費 43,350円
 居住費 60,180円

②共通加算費⽤ 5,426円
 処遇改善加算 4,743円
 特定処遇改善加算 1,543円

概算料⾦/⽉ 166,962円

看護体制加算（Ⅱ）ロ 基準＋1名の看護師配置

栄養マネジメント強化加算 栄養ケア計画に基づいた栄養管理

個別機能訓練加算（Ⅰ） 機能訓練計画に基づいた訓練実施

加算項目 内容等

日常生活継続支援加算（Ⅱ） 重度要介護者に対応する体制

看護体制加算（Ⅰ）ロ 常勤看護師1名以上配置

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 褥瘡管理の取組への計画・評価、発生予防や状態改善

排せつ支援加算 排せつに介護を要する者

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）
心身の状況に係る基本的情報を厚労省に提出、情報を活用し必

要に応じて計画等を見直している

個別機能訓練加算（Ⅱ） 機能訓練計画に基づいた訓練を実施し、計画の提出

口腔衛生管理加算（Ⅰ） 歯科医師等の技術的助言・指導に基づいた口腔ケア計画

口腔衛生管理加算（Ⅱ） 歯科医師の指示による歯科衛生士による口腔管理、計画の提出

加算項目 内容等

初期加算 入所後、又は１ヶ月以上の入院し施設に再入所後30日間

安全対策体制加算
研修を受けた担当者が配置され、安全対策部署を設置し、組織

的に安全対策を実施している。（入居時１回）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 基本料金および各加算の合計に8.3％加算

介護職員特定処遇改善加算（Ⅰ） 基本料金および各加算の合計に2.7％加算

③該当者のみ加算される費用（①に加算される２割負担の額）

外泊加算 月に6日間まで

療養食加算 療養食の提供。1日３食を限度とする（１食１２円）

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）
褥瘡管理の取組への計画・評価、発生リスクが高い対象者が発

生を抑えられた場合



施設利⽤料⾦⼀覧表 （サニーポート⼩名浜）  R3.8⽉現在  

①基本利⽤料 3割負担 
介護度 基本料⾦ ⾷費／⽇ 居住費／⽇ 1⽇合計 30⽇合計
要介護1 1,956 1,445 2,006 5,407 162,210
要介護2 2,160 1,445 2,006 5,611 168,330
要介護3 2,379 1,445 2,006 5,830 174,900
要介護4 2,586 1,445 2,006 6,037 181,110
要介護5 2,787 1,445 2,006 6,238 187,140

②入居者に共通して加算される費用（①に加算される３割負担の額）

日額 30日計算

138円 4,140円

12円 360円

24円 720円

33円 990円

36円 1,080円

60円

270円

330円

9円

30円

150円

日額 30日計算

90円

60円

738円

54円

39円

＜例＞要介護４の場合

①基本料⾦ 77,580円
 ⾷費 43,350円
 居住費 60,180円

②共通加算費⽤ 8,139円
 処遇改善加算 7,115円
 特定処遇改善加算 2,314円

概算料⾦/⽉ 198,678円

加算項目 内容等

日常生活継続支援加算（Ⅱ） 重度要介護者に対応する体制

看護体制加算（Ⅰ）ロ 常勤看護師1名以上配置

個別機能訓練加算（Ⅱ） 機能訓練計画に基づいた訓練を実施し、計画の提出

口腔衛生管理加算（Ⅰ） 歯科医師等の技術的助言・指導に基づいた口腔ケア計画

口腔衛生管理加算（Ⅱ） 歯科医師の指示による歯科衛生士による口腔管理、計画の提出

看護体制加算（Ⅱ）ロ 基準＋1名の看護師配置

栄養マネジメント強化加算 栄養ケア計画に基づいた栄養管理

個別機能訓練加算（Ⅰ） 機能訓練計画に基づいた訓練実施

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 基本料金および各加算の合計に8.3％加算

介護職員特定処遇改善加算（Ⅰ） 基本料金および各加算の合計に2.7％加算

③該当者のみ加算される費用（①に加算される３割負担の額）

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 褥瘡管理の取組への計画・評価、発生予防や状態改善

排せつ支援加算 排せつに介護を要する者

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）
心身の状況に係る基本的情報を厚労省に提出、情報を活用し必

要に応じて計画等を見直している

外泊加算 月に6日間まで

療養食加算 療養食の提供。1日３食を限度とする（１食１８円）

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）
褥瘡管理の取組への計画・評価、発生リスクが高い対象者が発

生を抑えられた場合

加算項目 内容等

初期加算 入所後、又は１ヶ月以上の入院し施設に再入所後30日間

安全対策体制加算
研修を受けた担当者が配置され、安全対策部署を設置し、組織

的に安全対策を実施している。（入居時１回）


